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一 

 



 

約
二
万
五
千
機
で
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
那
覇
空
港
が
軍
民
共
用
で
あ
る
こ
と
の
危

険
な
実
態
を
改
め
て
浮
き
ぼ
り
に
し
た
も
の
で
あ
る
。 

し
県
民
に
大
き
な
不
安
と
衝
撃
を
与
え
た
。 

Ｆ
一
〇
四
Ｊ
戦
闘
機
が
異
常
接
近(

ニ
ア
ミ
ス
）
し
て
き
た
と
の
報
告
が
民
間
機
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
か
ら
運
輸
省
に
な

さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
に
先
だ
つ
五
月
二
十
三
日
に
も
離
陸
直
後
の
南
西
航
空
ボ
ー
イ
ン
グ
七
三
七
機
に
訓
練
中
の
航
空
自
衛
隊 

那
覇
空
港
に
お
け
る
自
衛
隊
の
共
同
使
用
は
、
民
間
航
空
の
安
全
上
重
大
な
問
題
が
あ
る
。 

連
続
し
て
起
こ
つ
た
こ
れ
ら
の
事
故
は
、
那
覇
空
港
の
発
着
機
数
が
年
間
約
七
万
八
千
機
の
う
ち
自
衛
隊
機
が 

本
年
、
六
月
六
日
、
那
覇
空
港
に
お
い
て
陸
上
自
衛
隊
の
大
型
ヘ
リ
が
訓
練
中
に
墜
落
炎
上
す
る
事
故
が
発
生 

那
覇
空
港
に
お
け
る
民
間
航
空
と
自
衛
隊
と
の
共
同
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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沖
縄
の
空
の
玄
関
で
あ
る
那
覇
空
港
は
、
自
衛
隊
、
米
軍
の
軍
事
行
動
に
よ
つ
て
、
絶
え
ず
危
険
な
要
素
を
か

か
え
て
お
り
、
ま
さ
に
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
民
間
航
空
の
安
全
が
、
軍
事
優
先
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
て
い
る
と

断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。 

沖
縄
県
議
会
が
去
る
十
四
日
、
那
覇
空
港
の
民
間
専
用
化
を
早
急
に
実
現
す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書
を
全
会

一
致
で
採
択
し
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 

一 

全
運
輸
省
労
働
組
合
の
調
査
で
は
、
那
覇
空
港
に
お
け
る
緊
急
着
陸
等
の
異
常
運
行
の
発
生
件
数
は
、
昭
和

五
十
二
年
一
月
か
ら
五
十
六
年
十
二
月
ま
で
の
五
年
間
で
、
百
十
六
件
発
生
し
、
そ
の
う
ち
自
衛
隊
、
米
軍
の

軍
用
機
は
九
十
一
件
、
七
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
。 

こ
れ
は
、
本
来
、
那
覇
空
港
が
民
間
空
港
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
軍
民
共
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
起
こ
る
危

険
な
事
態
を
示
し
て
い
る
。 

今
、
大
き
な
問
題
と
な
つ
て
い
る
那
覇
空
港
の
軍
民
共
用
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
で
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

四 

 



 

二 

那
覇
空
港
の
軍
民
共
用
は
、
政
府
が
第
二
次
沖
縄
振
興
開
発
計
画
で
「
那
覇
空
港
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
と
本

土
間
、
本
島
と
離
島
間
の
航
空
路
線
の
中
核
的
な
民
間
空
港
と
し
て
、
ま
た
、
我
が
国
の
南
に
お
け
る
国
際
交

流
の
拠
点
と
な
る
空
港
と
し
て
整
備
拡
充
す
る
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
と
も
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。 

2 
政
府
は
、
こ
の
那
覇
空
港
の
危
険
な
現
状
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
事
故
に
つ
い
て
は
、
徹
底
的
に
究
明

し
、
そ
の
原
因
を
国
民
の
前
に
明
ら
か
に
す
る
責
務
が
あ
る
。 

1 
政
府
は
、
か
か
る
事
態
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。 

ロ 

本
年
五
月
二
十
三
日
及
び
六
月
六
日
の
那
覇
空
港
に
お
け
る
事
故
の
原
因 

イ 

自
衛
隊
、
米
軍
の
過
去
五
年
間
の
緊
急
着
陸
等
の
異
常
運
行
及
び
事
故
の
発
生
件
数 

政
府
は
、
こ
の
計
画
の
目
標
を
ど
の
よ
う
に
し
て
達
成
す
る
の
か
。 

ま
た
、
軍
民
共
用
の
ま
ま
で
、
民
間
航
空
の
安
全
は
も
と
よ
り
、
国
民
の
生
命
と
安
全
を
本
当
に
守
る
こ
と 

従
つ
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

 

六 

が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。 

三 

那
覇
空
港
に
お
け
る
自
衛
隊
と
の
共
同
使
用
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
生
命
に
か
か
わ
る
民
間
航
空
路
の
安
全

確
保
の
点
で
も
、
沖
縄
の
平
和
的
な
発
展
と
い
う
点
で
も
重
大
な
支
障
が
あ
り
、
こ
れ
以
上
、
続
け
る
こ
と
を

絶
対
に
許
す
べ
き
で
な
い
。 

政
府
は
、
那
覇
空
港
で
の
自
衛
隊
の
使
用
を
や
め
て
、
民
間
の
専
用
化
を
早
急
に
実
現
す
べ
き
と
考
え
る 

 

が
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


